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（1） 電話料金（加入電話）は、
①新規契約時等に支払う「一時払い金」
②通話量にかかわらず毎月一定額を支払う「基本料金」
③通話量に応じて支払う「通話料金」
の3本立ての料金体系となっています。
①の一時払い金には、
●電話の新規取り付けに要する事務的な手続きの費用にあてる「契約料」
●電話の新規架設工事の費用（電話局からお客様宅までの設備の建設費用）
の一部に充当される「施設設置負担金」
●屋内配線等の工事に必要な「工事費」

等があります。
②の基本料金には、
● 次の3種類の費用に対応して必要な「回線使用料」（基本料）
・各お客様が専用的に利用する設備（電話局からお客様宅までの加入者回線設
備）の減価償却費、保守費等の費用（施設設置負担金により充当した費用を除く）
・加入者交換機等の加入者対応設備に係る減価償却費、保守費等の費用
（NTSコスト＊といいます）
・通話回数にかかわらず、お客様毎に個別に発生する費用
（窓口・116の受付、料金の請求・収納等に関する費用）
●ナンバー・ディスプレイやキャッチホン等の付加機能を利用する場合に必要
な「付加機能使用料」

●ユニバーサルサービス基金制度による支援に必要な費用を賄うために、お客
様にご利用の電話番号数に応じてご負担いただいている「ユニバーサルサー
ビス料」
●電話リレーサービスの提供を確保するために、お客様にご利用の電話番号数
に応じてご負担いただいている「電話リレーサービス料」

●屋内配線（お客様宅の保安器から、ジャックまたはローゼットまでの配線）を
レンタルで利用する場合に必要な「屋内配線使用料」
● 端末機器（電話機、PBX等）をレンタルで利用する場合に必要な「機器使用料」

等があります。
③の通話料金は、基本料金、施設設置負担金の対象費用以外の費用に対応しています。
※P71「加入電話の設備構成と料金の範囲」参照。

（２）新規契約時の施設設置負担金の支払いを要せず、月々の回線使用料に一定額を加
算した「加入電話・ライトプラン」も提供しています。

（３）公衆電話の料金は、性格上、基本料金や施設設置負担金はなく、通話料だけとなっ
ているため、加入電話の通話料より高い水準に設定しています。

＊NTSコスト：Non-Traffic Sensitive Costの略。交換機等の費用のうち、通信量に依存しない費用（回線数の増
減に依存する費用）です。従来は接続料金（通話料金）で回収していましたが、2005年度以降、段
階的に接続料費用から基本料費用に付け替えています。なお、このコストの内、き線点RT（メ
タルケーブルに収容する電話等の通信を加入者交換機まで光ファイバーで伝送するための多
重化装置）から加入者交換機間の伝送路の一部費用については、2008年度より基本料費用から
段階的に接続料費用に付け替えています。（2011年度以降は全額付け替え）
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社員のチャレンジを引き出す働きがいのある職場づくりをめざした働き方改革と、社員が多様性を活かして事業貢献できる組織づくりを実現する。

ダイバーシティ・働き方改革の推進

「ちがい」を価値として、一人ひとりが「自分らしく」チャレンジする会社づくり

取組み基本方針

認定関連

●ワークインライフの実現
●自律的にチャレンジする職場環境づ
くり

業務効率化だけではなく、自律的に時間と場所をコント
ロールする働き方の推進や、新たなチャレンジによって価
値を生み出せる職場環境づくりに取り組んでいます。
□ リモートワークの推進・定着（在宅勤務、サテライトオフィス、
フレックスタイム制、WEB会議）

□ 社員の能力や希望を活かせる機会提供
　 →社内ダブルワーク（社内副業）等の推進

2023年4月1日～2026年3月31日までの3年間

①2025年度末までに女性の管理者比率15%達成（実績9.1%）
②2025年度末までに男性社員の育児事由休暇取得率100％以上
（実績168.7％）

・女性社員のキャリア意識改革・スキル習得のための研修実施
・上司から部下へのサポート力強化研修の実施
・多様な働き方の実現に向けたリモートワークの推進
・男性社員の育児関連休暇等の取得促進

具体的な取組み内容

リモートワーク実施率＊1

有給休暇取得率＊2

所定外労働時間＊3

自分らしいキャリアの実現に向けた意識醸成、職場環境、風土
づくりに取り組んでいます。
【女性活躍推進法に基づく行動計画】

※実績は2022年3月末時点

＊2　年間発効数20日に対する平均取得日数

＊1　オフィスワーカーのみ　　＊2　2022年7月～3月実績

＊3　NTT西日本グループ一人あたりの実績

女性活躍推進

NTT西日本グループでは、「障がい者が職業を通じ、誇りをもっ
て自立した生活を送ることができるようにする」 ために、積極的
な雇用機会の創出、雇用拡大を図っています。 また特例子会
社のNTT西日本ルセントを設立し、NTT西日本グループとしては
「障害者雇用促進法」で定められた民間企業の法定障がい者
雇用率を上回る雇用を果たしています。

女性活躍推進に関する取組につ
いて、優良企業が、厚生労働大臣
より受ける事が出来る認定

LGBTQ等性的マイノリティへの取組の
評価指標として、任意団体work with 
prideより、受ける事が出来る認定

子育てサポート企業として、厚生労働
大臣より、達成要件を満たした事業
主が受ける事が出来る認定

障がい者雇用推進

配偶者及びその家族に関わる制度全般（手当、福利厚生
等）について、同性パートナー等にも適用。

【具体的な内容】
・配偶者及び配偶者と同等の関係にある者（異性・同性問わ
ず）を「パートナー」と定義
・現行、配偶者及びその家族に適用している制度について、
パートナー及びその家族に適用
・社員と生計を同じくし社会通念上実子と同様と考えられる
パートナーの子について、社員の子と同様に扱う旨を明確化

・ダイバーシティ推進全社員Web研修
・出前型研修、当事者によるセミナー　等

社内ＨＰでのコンテンツ展開

ALLY（LGBTQ等性的マイノリティに対する
理解者、支援者）意思表示グッズの配布

・こころの相談窓口（社外窓口）
・ハラスメント相談窓口、健康管理センター（社内窓口）

性的指向や性自認に関わらず、誰もが自分らしく生き、働ける組
織、会社の実現を目指して、多様性の受容と各人の能力の最
大化を可能とする環境づくりに取り組んでいます。

LGBTQ等性的マイノリティ活躍促進

働き方
改革

●全社員を対象とした、多様な能力を引出し、活かす風土づくり

多様な人材の活躍
ダイバーシティ
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